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泉佐野電力地域活性化事業補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 泉佐野電力は、泉佐野市域における産業、地域活性化を図るため、予

算の定めるところにより、泉佐野市民等で組織する団体に対して、事

業補助金（以下「補助金」という。）を交付出来るものとし、その交付

については、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象事業及び補助額） 

第２条 補助金交付の対象となる事業及びその補助金の額については、別表１

のとおりとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第３条 補助金の交付の申請をしようとする者は、泉佐野電力地域活性化事業

補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる事項を記載した書類を

添えて、理事長に対し、その定める期限までに提出しなければならな

い。 

 

（１） 事業計画書 

（２） 収支予算書 

（３） 決算書 

（４） 会員名簿 

（５） 規約又は会則 

（６） 前各号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める書類 

 

（決定通知） 

第４条 理事長は、前条に規定する申請を受けた場合は、その内容を審査し、

適当であると認めたときは、補助金等の額を決定し、泉佐野電力地域

活性化事業補助金決定通知書（様式第２号）により通知するものとす

る。 

 

（交付請求） 

第５条 補助事業者は、補助金等の額の確定について、前条の規定による通知

を受けたときは、理事長が定める期限までに、泉佐野電力地域活性化

事業補助金交付請求書（様式第３号）により、補助金等の交付を請求

しなければならない。 
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（補助金の交付） 

第６条 理事長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、その内容

を審査し、適当と認めるときは、当該請求者に対し、補助金を交付するもの

とする。 

 

（事業の変更等） 

第７条 補助事業者は、補助金の交付受けた後において、事情の変更により申

請の内容を変更（軽微な変更を除く）しようとする場合は、泉佐野電

力地域活性化事業補助金事業計画変更承認申請書（様式第４号）を理

事長に提出しなければならない。 

 

２ 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、泉佐野電力地域活性化事

業補助金事業中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を理事長に提出

しなければならない。 

 

（立入検査等） 

第８条 理事長は補助金に係る予算の執行の適正を期し、事業の円滑な推進を

図るため、帳簿・書類その他補助対象となる物件を検査し、関係者に

質問若しくは必要な指示をすることができる。 

 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了した日か

ら起算して３０日以内に、実績報告書（様式第６号）を理事長に提出

しなければならない。 

 

２ 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 事業実施報告書 

（２） 収支決算書及び領収書又はその他支払いを証する書類 

（３） 前各号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める書類 

 

（補助金の返還） 

第１０条 理事長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号に該当する

と認めるときは、補助金の全部又は、一部の返還を命ずることがで

きる。 

 （１） 第７条の規定により、補助事業の変更、中止又は廃止したとき。 

（２） 補助金の交付を受けた後、経費の支出額が不適当と判明したとき。 
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（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は理

事長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

  この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 
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泉佐野電力地域活性化事業補助金交付要綱（別表） 

 

 

別表１ 

 

区 

分 
事 業 の 種 類 事 業 内 容 

補助率及び補助金の上限額 

備   考 
補助率 

補助金の上

限額 

 １．地域産業活性化

事業 

市民が自ら組織

した団体等が地

域の活性化を目

指す活動や催し

に要する経費を

補助。 

補助対象

経 費 の

50％以内 

上限 10万円 助成の対象と

なるのは、泉佐

野市民等で組

織される団体

で、国、府、市

及びその他団

体からの補助

がなく、理事長

が適当である

と認めたもの。 

 


